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平成 28年 12月 16日 
 

各 位 
 

株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 
 

 

「TOKYO創業ステーション」への参画及び「創業サポートローン」の取扱開始について 

 
 

株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（代表取締役社長 味岡 桂三）並びに当社傘下の株式会社東京

都民銀行（頭取 坂本 隆）、株式会社八千代銀行（頭取 田原 宏和）及び株式会社新銀行東京（代表取締役社

長執行役員 常久 秀紀）は、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社（理事長 井澤 勇治、以下

「公社」という。）が開設する新たな創業支援拠点「TOKYO 創業ステーション」に参画し、融資相談を通じ

た創業者への事業化支援を行うとともに、東京都及び公社との連携融資商品「創業サポートローン」につい

て、３行での取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 「TOKYO 創業ステーション」について 
 

創業マインドの醸成から、創業アイディアの着想、創業ノウハウの習得、事業計画の作成、さらに事業

化までをワンストップで支援する新たな創業支援拠点です。 
 

(1) 開設主体 

 東京都・(公財)東京都中小企業振興公社 
 

(2) 運営開始時期 

 平成 29年 1月 27日(金) ※オープニングセレモニー：1月 26日(木) 
 

(3) 所在地 

 東京都千代田区丸の内 2-1-1 明治安田生命ビル低層棟 1･2階 
 

(4) 当社グループが参画する主旨 

◯ 東京都と包括連携協定(＊)を締結した唯一の金融機関として、当拠点に参画し、行政のみでは難しい

資金調達支援を行うことで、東京都及び公社との協働による一貫した創業支援を行います。 

(＊)「東京における産業振興に関する包括連携協定」(平成 27年 9月 25日締結) 
 

◯ 当拠点には公社のプランコンサルタントが常駐し、創業者に対する事業計画の作成支援が行われま

す。顧客獲得の可能性や収支見通し等の観点から事業計画をブラッシュアップされた創業者に対し

て、事業内容や成長可能性を評価した融資を行うため、当社グループが融資相談を受け付けます。 
 

(5) 当社グループによる支援内容 

◯ 当拠点の融資相談ブースにおいて、当社グループの創業を担当する専任コーディネーターが、創業

者から融資相談を受け付けます。 

＜相談受付時間＞ 火曜日･木曜日 10:00～17:00（12:00～13:00以外） ※祝祭日を除く 
 

◯ 当拠点では、東京信用保証協会及び日本政策金融公庫も融資相談を受け付けています。保証付き融

資、協調融資等について、両者と連携して融資相談の受付を行ってまいります。 
 

(6) その他 

 当拠点の詳細については、東京都及び公社の発表をご確認ください。 
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2. 創業サポートローンについて 
 
(1) 概要 

◯ 東京都又は公社により、所定の支援を受けた創業者に対する融資商品です。 

◯ 東京都又は公社が、事業内容や成長可能性を的確に評価し、優れた事業プランを有すると認められ

た創業者に対して、円滑な資金調達を支援してまいります。 

◯ 当社グループの創業支援を担当する専任コーディネーターが定期的に事業計画の進捗状況につい

てモニタリングを実施し、継続的なハンズオン支援を行います。 
 

(2) 融資商品の内容 

商 品 名 
 
創業サポートローン 
  

対象となる 

お 客 さ ま 

 
創業 5年未満の法人又は個人事業者で、創業支援を担当する専任コーディネーター

によるモニタリング(原則 3年間)が可能であり、以下のいずれかの要件を満たす方 

① TOKYO 創業ステーションでのプランコンサルティングを修了した方 

② 公社の「事業可能性評価事業」(*1) で「事業の可能性あり」と評価された方 

③ 公社の「創業助成事業」(*2) に採択された方 

④ 東京都の「TOKYO STARTUP GATEWAY」(*3) のファイナリストに選出された方 

⑤ 東京都又は公社が設置した創業支援施設等の入居者 

※上記③は採択後 2年以内、その他は要件該当後 1年以内の申込みに限る。 
  

資 金 使 途 
 
運転資金・設備資金 
  

融 資 金 額 
  
500万円以内 
  

融資金利(年利) 
 
各行所定の金利（下限金利 1.0％） 
  

担保･保証人 

 
担 保：原則不要 

保証人：（法人）原則として代表者 （個人事業者）原則不要 
  

取 扱 銀 行 
 
東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京 
  

取扱開始日 
 
平成 29年 1月 27日（金） 
  

    ※各行所定の審査により、ご希望に添いかねる場合もございます。 
 

(*1) 各分野の専門家が新規事業プランについてアドバイス・評価を行い、成長性が高いと認められる事業プランに対

して、継続的にハンズオン支援を実施するもの 

(*2) 都内の創業予定者又は創業 5年未満の中小企業等に対して、創業期に必要な経費の一部を助成するもの（助成限

度額：300万円以内、助成率：3分の 2以内） 

(*3) 次世代を担う若者を対象としたビジネスプランコンテストを開催し、コンテストで選ばれた優れた事業プランを

もつ若手起業家に実践的な育成メニューを提供するもの 
 

(3) 融資スキーム 

    以上 

 
 
【本件に関するお問い合わせ先】 

東京ＴＹフィナンシャルグループ 経営企画部 

 東京都民銀行  経営企画部広報室  TEL 03-3505-2155 

 八 千 代 銀 行  経営企画部ＩＲ課  TEL 03-3352-2295 

 新 銀 行 東 京  経 営 企 画 部  TEL 03-6302-3598         

⑤案件持込

⑧モニタリング
（３年間）

①創業支援の申請

創 業 者

東京都民銀行

八千代銀行

新銀行東京＜公社＞
・TOKYO創業ステーション
・事業可能性評価事業
・創業助成事業
・創業支援施設等

＜東京都＞
・TOKYO STARTUP GATEWAY
・創業支援施設等
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②創業支援、助成金採択

⑥案件審査

⑦融資実行

③融資相談 ④事業計画
精査・検討


